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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
反射材が設けられた天井面に多数の光源を取り付け、前記多数の光源および前記反射材を
枠体に光拡散シートを張った照明カバーで覆い、前記枠体の光拡散シートを張った側とは
反対側に透光性シートを設けた照明装置において、前記透光性シートはガラス繊維織物に
樹脂を含浸したものであり、前記光拡散シートと前記透光性シートと前記枠体とで密閉空
間を形成することを特徴とする照明装置。
【請求項２】
前記樹脂がビニルエステル樹脂である請求項１に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、平面状に配置された複数の光源からの光を拡散して広い平面から柔らかい照
明光を生じさせる照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ギャラリー、エントランス等において、天井面に多数の蛍光管を取り付け、
これに照明カバーをして、柔らかい面照明にする照明装置が用いられている。この照明装
置には、蛍光管が視認されないことが望まれ、この要求の対応としては、光を拡散するシ
ートを枠体に張って照明カバーとした照明装置が用いられている。例えば特開２００１－
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３０７５３３号公報には、天井面に多数の蛍光管とこれをフレーム枠に光拡散シートを張
った照明カバーで覆った照明装置が記載されている。
【特許文献１】特開２００１－３０７５３３号公報
【０００３】
　しかしながら、従来の照明装置は、多数の蛍光管を天井に取り付け、この多数の蛍光管
を枠体に光拡散シートを張った照明カバーで覆っている構造となっており、光源に引き寄
せられて隙間から照明装置内に入り込んだ虫が、死んで光拡散シート上に溜まることにな
る。そのため下方から見ると光拡散シート上に溜まった虫の死骸が黒ずんで見え、美観を
損ねることとなっていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　解決しようとする問題点は、光拡散シート上に溜まった虫の死骸によって照明カバーの
美観を損ねることを防止することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の照明装置は、天井面に多数の光源を取り付け、該光源を枠体に光拡散シートを
張った照明カバーで覆った照明装置において、枠体の光拡散シートを貼った面とは反対側
に透光性シートを設け、光拡散シートと透光性シートと枠体とによって密閉空間を形成す
ることを特徴としている。この構成とすることによって、光源に引き寄せられた虫が死ん
でも、虫の死骸は光拡散シート上ではなく透光性シート上に溜まることになる。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の照明装置では、天井面に多数の光源を取り付け、該光源を枠体に光拡散シート
を張った照明カバーで覆った照明装置において、枠体の光拡散シートを張った側とは反対
側に透光性シートを設け、光拡散シートと透光性シートと枠体とによって密閉空間を形成
する構成にしている。この構成とすることで、透光性シート上に虫の死骸が溜まることに
なり、光拡散シート上には虫の死骸が溜まることが無くなり、下方から見ると光拡散シー
ト上に虫の死骸が溜まっていないので光拡散シートが黒ずんで見えることがなく、美観を
維持できる効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明の照明装置は、光源と光拡散シートと透光性シートとを有する構成とされ、透光
性シートは、光拡散シートを張った枠体の光源側に設けられ、光拡散シートと枠体と透光
性シートによって密閉空間が形成されている。ここで言う密閉空間とは、虫が侵入しない
程度の密閉性がある空間のことである。光拡散シートと透光性シートとは、それぞれ枠体
に接着、螺子留め、または何らかの手段で枠体に固定されている。光拡散シートは、光源
側からの光を拡散して透過させる働きをしている。光拡散シートは、枠材に張られて照明
カバーとして、光源を覆うように設けられている。
　透光性シートとしては、樹脂系板または樹脂系シート、樹脂系フィルム、無機繊維系シ
ート、無機繊維系シートに樹脂を含浸したものなどが用いられる。不燃性の点からは、無
機繊維系シートに樹脂を含浸したものが好ましく用いられる。
無機繊維系シートとしては、例えばガラス繊維織物、ガラス繊維不織布などがあげられる
。
【０００８】
　光拡散シートは、適度な透光性と隠蔽性を発揮しうる光拡散性のもので、且つ枠体に張
って使用することが出来るような柔軟性・耐屈曲性を持ったものが好適に用いられる。な
かでも、透光性のガラス繊維織物に耐熱透光性樹脂を貼着又は含浸させてなるシートが、
耐熱性・不燃性・防汚性に優れているので好ましい。
　また、ガラス繊維織物は、開繊処理が施されていることが好ましい。開繊処理とは、織
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物の経糸・緯糸には、多数のフィラメントを撚り合わせて一本の糸として用いられている
が、この一本の糸のフィラメント間を広げて間隔を開ける（ばらけさせる）ことである。
例えば、多数のガラスフィラメントからなるガラス繊維織物に、開繊処理を施すことによ
ってそのフィラメントをばらけさせた場合、ガラス繊維織物の容積又は面積を増大させる
ことになる。このことによって全光線透過率を向上させると共に平行光線透過率を低減す
ることできる。
　耐熱透光性樹脂としては、フッ素樹脂、シリコン樹脂等が考えられるが、フッ素樹脂が
好ましく、中でも軟質フッ素樹脂が最も好ましい。
【０００９】
　更に、光拡散シートとして、ガラス繊維織物に軟質フッ素樹脂を積層したものを用いる
場合、その軟質フッ素樹脂内に中空ガラスビーズを含有させておくことが好ましい。特に
、軟質フッ素樹脂に、樹脂１００重量部当たり０．５～５重量部の中空ガラスビーズ、好
ましくは屈曲率１．５～２．１、特に１．５２～１．５３の、平均粒度８～１２μｍ程度
の中空ガラスビーズを含有させた場合に、遮蔽性と透光性のバランスの良い積層シートが
得られる。
　ガラス繊維織物に中空ビーズを含む軟質フッ素樹脂を積層した積層シートは、柔軟性、
耐屈曲性、防汚性、耐熱性、光拡散性、不燃性に優れている。この積層シートを光拡散シ
ートとして用いると、光源を良好に隠して均一に柔らかく光る照明面を形成できるととも
に、耐熱性、不燃性に優れ、長期間安定して使用できるという利点が得られる。
【００１０】
　本発明の照明装置には、天井面に反射材が設けられていることが好ましい。反射材は、
光源からの光を高効率で反射させる材料が用いられ且つ乱反射している。光源から照射さ
れる光は、光拡散シートに光源から直接到達するものと、光拡散シートと反対側に照射さ
れ、光拡散シートとは反対側に設けられた反射材によって乱反射されて光拡散シートに到
達するものとがあり、光拡散シート面の照度は、光源からの直接光と反射材からの反射光
とが合算されることによって光源からの直接光のみに比べて高くなると共に、光拡散シー
ト面の照度の均整度が向上することとなる。
【００１１】
　光を反射する反射材としては、光源からの光を高効率で乱反射する材料が用いられる。
例えば、表面に凹凸を有するアルミニウム板、アルミニウム合金製のエンボスシート、エ
ンボス加工されたアルミニウムフィルム、エンボス加工され且つ表面研磨された金属板、
梨地加工された金属板などがあげられる。エンボス加工としては、例えば布目状や、直径
２ｍｍ程度の球面状凹凸などがあげられるがこれに限定されるものではない。要は、反射
材の表面全面に渡って乱反射し、高効率で反射することを満足するものであれば良い。反
射材の反射率としては８０％以上あることが好ましい。反射材により反射された光が、乱
反射光であることにより、光拡散シート面の縁部と中心部との照度の差を小さくできると
ともに、光拡散シートを通して光源が視認し難くなるからである。反射材により反射され
た光が正反射光であると、光拡散シート面の縁部と中心部との照度の差を小さくできない
ばかりでなく、光拡散シートを通して光源が視認し易くなることになり、光源がぎらつく
ようになり、好ましくないものとなる。また反射材を用いることで、光源からの光を有効
に利用することになり、省電力化を図ることも可能になる。
【実施例】
【００１２】
　以下、図面に示す本発明の好適な実施例を説明する。図１は、本発明を天井の面照明に
適用した実施例による照明装置の概略斜視図である。図２は図１のＡ－Ａ矢視の概略断面
図である。全体を参照符号１示す照明装置は、天井面２に取り付けられた多数の光源３と
、その光源３を覆うように配置される照明カバー４と、光源３を取り付けた天井面２に設
けられた反射材５等を備えている。光源３には蛍光管が用いられている。照明装置１は、
天井面全体又は一部に面照明を行うことができるように配置されている。
【００１３】
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　照明カバー４は、光を通すための大きい開口を形成した枠体６と、その枠体６の光源３
とは反対側に開口を塞ぐように光拡散シート７が設けられ、光拡散シート７が張られた枠
体６の反対側即ち枠体６の光源側には、ガラス繊維織物に樹脂を含浸した透光性シート８
が固定され、光拡散シート７と枠体６と透光性シート８とによって密閉空間９が形成され
ている。光拡散シート７は、適度な張力を与えて枠体６に固定することで、光拡散シート
７は平面を保ち、極めて外観のよい平坦な照明面を形成している。また、照明カバー４を
固定フレーム１０に取付ける金具は図示されていないが、照明カバー４は固定フレーム１
０に開閉できるように取付されている。
　光拡散シート７としては、ガラス繊維織物に軟質フッ素樹脂を積層した積層シート（日
東紡績株式会社製品番ＷＧ１８００Ｇ　厚み：０．２７ｍｍ、目付け：４２０ｇ／ｍ２　
、光透過率４５％）を用いた。
　透光性シート８としては、ガラス繊維織物にビニルエステル樹脂を含浸させ、厚み：０
．１２ｍｍ、目付け：１９３ｇ／ｍ２　、光透過率：９０％としたものを用いた。
　反射材５としては、全面に布目状のエンボス加工されたアルミニウムフィルムを用いた
。
【００１４】
　実施例を目視で評価したところ、下方から見て虫の死骸による光拡散シート面の部分的
黒ずみはなかった。また、光源からの光が十分に拡散され照明カバーの縁部と中心部との
照度の差も小さく美観に優れたものであった。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の照明装置を天井の面照明に適用した実施例の概略斜視図である。
【図２】図１に示すＡ－Ａ矢視概略断面図である。
【符号の説明】
【００１６】
　１　　照明装置
　２　　天井面
　３　　光源
　４　　照明カバー
　５　　反射材
　６　　枠体
　７　　光拡散シート
　８　　透光性シート
　９　　密閉空間
　１０　固定フレーム
　１１　隙間
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【図１】
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